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ウプサ ラ大学所蔵の二片の回彊公文書

堀 直

は じめに

本稿 はスウェーデンのウプサラ大学に於いて,1995年10月 筆者が遇々目に

する機会を得た,19世 紀末の回彊(現 在の中国新彊 ウイグル自治区南部)で 作

成された,2点 の清朝公文書 を紹介することを目的とする.

まず初めに,当 該文書 との遭遇の機会を与えて くださった,中 国社会科学院

中国辺彊史地研究センターの処長馬大正氏 と,ス トックホルム大学東方言語研

究所所長S岨anRos6且 教授に,特 別の謝意を記 しておきたい.

一 ウ プ サ ラ大 学 の 中 央 ア ジア 写 本

ウプサ ラ大学 図書館(UppsalaUniversitetsBibliotek)の 写 本 部 には,120余 点

の東 テユルク語(Ost血kisch)で 書 かれ た写本が所蔵 されてい る.そ れ らの詳細

は,公 刊 されてい る 目録 に譲 るけれ ど も,こ こで紹介す る文書 は,写 本 その も

のではな く,そ れ らの写本の ひとつの表装 に再利用 され た両片の文書 である.

「0-Nova612(旧Nエ719)」 と登録 ナ ンバ ーが付 け られてい る写本 は,中 央 ア

ジ アに根 強い影響 力 をもっていた,ス ーフィ教団 ウヴ ァイシーヤの経典 『サ トッ

ク=ボ グ ラ=ハ ン伝 』を中心 に製本 された ものである.

K.V.Zetters憾en氏 の 執筆 による 目録(D∫ θαrαわ∫5c舵π,p郡5∫5c舵朋 π4'〃廊5cんεπ

伽 属5ch「{βθπ6θ「こ1π∫vεr5燃3わ∫蝕o惚 たzκの ρ50'α,π,Uppsala1935)の 序 文(S.9)

で は,NL645・656・717～21(現 在 では新番号0-Nov乱608・609・610～614)の7

点 は,1930年 にDavidGustafsson氏 が カシュガルか ら将来 した文献 である こと

が述べ られ ている.

全361葉 で約7セ ンチ程 の厚 さのある0-Nova.612写 本 は,表 紙 が厚紙 で綺

麗 ・丁寧に表装 されている.そ の表紙の表 と裏の 「見返 し」部 の2ヶ 処,つ まり
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表表紙の裏 と裏表紙 の裏 に,漢 字 とアラブ文字 を持つ紙片が張 り付 け られてい

る.こ の両片 だけは,写 本 の他の部分 がいわゆるホタ ン=ペ ーパーであ るの とは

紙質 を異に してお り,チ ャイ ナ=ペ ーパ ーである.表 紙の大 きさは縦23。5cm,

横18cmで,当 該文書 の現 存部のサ イズはふたつ と も,縦 は21.2cm,横 が16

cmで あ る.た だ し周辺 部 と一部(両 片 とも右 側の 中下辺)に 欠損が ある(図 版

XVIII・XIX参 照).

な お,そ の他 の6点 のD.Gustafsson氏 の 将来 コレクシ ョンを調査 したが,当

く　　

該写本以外 には,類 似の事例は発見できなかった.

二 ふたつの文書の記事

1.表 表紙裏(第 一)文 書

第一文書 では,縦 書 きの漢字6行 と,横 書 きのアラブ文字6行 が読み とれ

る.ま た紫に近いが,か っては朱色だったと思われる方形印が2ヶ 処に残 され

ている.

A,縦 書きで筆写された文字

1窩 蒲

2

3

4

5

6

蘇差咬來克

弍百七十八 美拉 卜拉托克

参斗玖升壼合参勺

弍斗陸升捌勺

渠拾萱斤五両珊銭王四分

五

(1)当 時 の 筆 者 の 調 査 の 目的 は,ウ プ サ ラ大 学 所 蔵 の 中央 ア ジ ア の職 業別 祈 祷 書(risala)

の総 覧 に あ り,D.Gustafsson氏 将 来文 献 以 外 に は,全 ての 東 テ ユ ル キ ー写 本 を 閲 覧 し

た わ け で は な い.け れ ど も,同 じス ウェ ーデ ンのLund大 学 の東 テ ユル キ ー文 献 コ レ ク

シ ョ ンー これ ら に は 「Yarkandに て,D.Gustafssonが 購 入 」と注 記 の あ る3点(Prov,

No,193・288・451)も 含 ま れて い る を は じめ,各 国 の 諸機 関 に収 蔵 され て い る数 百

の 写 本 を通 覧 して も,か よ うな文 書 を発 見 で きな い で い る.
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B.横 に ペ ン書 き さ れ た 文 字

lj皿 庭h㎞

2枷 五bla(tuqi)

301faS6g註t韻q幽ynzyet血1i鋤sekkizin劃.

4(Bu)ghday〔id匡dutoqquzぬe魂

5birs海o並 墨haw(?).Qonaq魍dual肛 典e1亀

6sekkiz§haw(?).Samanyetmi§hbh●ji嬉be旦hs… せt6rtmi血qal

C.ふ たつの朱印

ひとつは紙片の左側 よりの中下部,漢 字の2-3行 目の途中から6行 目にかけ

て,ア ラブ文字の4行 目のす ぐ上に,一 辺7.2cmの 方形朱印が残っている.

それぞれ均等に約2cmの 幅をもつ3つ の枠に分けられた印文には,右 から漢

文2行 ・アラブ文字(行数不明)・マンジュ文字2行 が記されていることが視認

できるものの,判 読可能な文字は漢字1行 目の3字 のみで,こ れは「渉車直」と

読める.

もうひとつは,全 く判読できないけれども,同 じサイズの ものの痕跡が,右

側の中上部,上 から数セ ンチの処に,斜 めに押され,朱 印全体の3分 の1程 度

残っている.こ れは後述するように,「割 り印」と考えられる.

2.裏 表紙裏(第 二)文 書

第二文書では,印 刷 された罫線と横書きの「由箪」2文 字及び罫線内の9行 の

漢字が残っている.た だし,1行 目のそれは印字の痕跡があるものの,文 字 と

しては判読 しえない.そ して,そ れらの上に筆で縦書きされた6行 の漢字が読

みとれ,ペ ン書きのアラブ文字が5行 あって,押 印ふたつが確認できる.ま た

第一文書にはない大学図書館の登録 ラベルの小さい紙片が左上部に糊付 けさ

れ,ア ラブ文字の一部が読めなくなっている.
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A.筆 書 き文字と印刷 された漢字(ゴ チック文字と罫線は印刷)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

由

軍

(?)

給 由翠 照(?)來 克

小庄第五百九戸 纏

務宜届期率完清須

稲子

小変萱斗珊升王四合

包穀玖升陸合
ママ

草束弐拾伍斤弐両陸銭四分

光緒十五年 月 日

B.横 に ペ ン 書 き さ れ た 文 字

11sma`il

201fまS6gat瀬qbe並ynztoqquzund立.

3birdut6】 就山e魂t6rtsar

4(Qona)qtoqquz血e五 きalt1s齎.

5yigirmabe並ji魂

C.印 文

第一文書 とほぼ同じ箇所に,同 じ大きさの朱印がふたつ押されている.左 側

の印が罫線に並行 して,行 儀良 く押されている点に第一文書のそれらとの違い

があるが,同 一の印章が押されていることは間違いない.印 文はこちらのほう

が中央部が良く判読できる.

漢字の右から2行 目が 「隷州印」と読める.そ れで第一文書 と合わせて「渉車

直隷州印」と判明す る.

アラブ文字は中央部に,右 から左書きで5行,漢 字に導かれて読むと,以 下
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の ように読 める.

1.(Sa)ja2.(Ji)h3.(」)ew4.nh亀5.muh岨

渉 車 直隷 州 の 印

マ ンジュ文字 は左 か ら隷 書風 の縦書 き2行 が確 認 で きるが,第 一文 書以上

に,読 み取 れない.正 確 に言 えば,他 の清代回彊の公印の共通事 例か ら,マ ン

ジュ語(清 文)・ 東 テ ユル ク語(回 語)・ 漢語 と三体併 記の印章が用い られた推定

してい るの だが,ま ず間違い はあ るまい.

3.両 文 書 の性 格

第一文書 は筆 ・ペ ン書 き部 分が比較 的多 く残存 してお り,第 二文書 では印刷

された漢字 と印文が明瞭 なことに相異があ るけれ ど も,両 断片が,ふ たつ の同

種 文書 であ るこ とは容易 に判 定がで きる.

す なわ ち両者 とも,光 緒15年(西 暦1889.1.31-1890.1.20)に,清 朝 の回彊統

治機関の ひ とつ であ る渉 車直隷州当局が,オ ー ファ(Orf註 ・窩蒲)地 区の セゲ ッ

ト=エ リック(s6ga伽q・ 蓋 岐来克)村(小 庄)の 住民 テユルキー(纒 一 民 ・回一)

た ちへ発給 した地税の納税額通告書(由 単)で あ る,た だ し,第 一文書 は同村 の

第278(凹dynzye血 鋤sekldzin£hi)戸 の ミラーブ ラ トック(Mirablatuq輩 ・美 拉 卜

拉 托克)宛 の ものであ り,第 二文書 は,第509(be鈍y藍ztoqquzun鋤)戸 のイス

マ イー ル αsma`n・ 漢字 は欠)に 出 された ものであ り,受 け取 り人が異 なってお

り,当 然 の ことなが ら税 額が違 っている別 文書 である.

次 に,そ の記事 の検討か ら,史 料 としての両文書 の意 義に言及 してみたい.

三 記事 内容の検討

1.作 成 年次 につ いて

この二通の文書の作成時期が光緒15年 であるこどは,第 二文書に明記があ

る.渉 車直隷州という行政区分が存在 していたのは,光 緒9(西 暦1883)年 か

らで,こ れが疹車府に昇格する光緒28(西 暦1902)年 までの期間に属 してお
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り,矛 盾 はない.

そして,「光緒十 年 月 日」が木版の印刷 であ り,墨 で 「五」を書 き加え

て完成されていることも,前 掲の通 りである.そ れでこれらの文書が光緒10年

から10年 以内 「二十」を新たに刷 り込むまで.一 の使用を想定 して,多 量

に準備 された用紙 に記入する書式であったことが明白である.月 ・日について

は,印 刷 されているにもかかわらず,記 入されていない.こ れは,文 書の 目的

が税額の通知であ り,年 初の耕地所有や,当 年の作付け状況に基づき,春 ～秋

の間の某 日に発行 され,厳 格な日付けに,さ したる意味がなかったことに由来

しているからであろう.光 緒末の内地江南の(易知)由 単でも月日を印刷 してい
く　ラ

るに もかか わ らず,記 入 のない ままに発給 された例 を見 るこ とがで きる.

次 に光緒15(1889/1890)年 の 紀年 をもつ,ふ たつの文書 が今 に伝 わ る形 に

なった時期 について簡単 な考究 を試み よう.両 片 は前述の ように,サ トゥク=ボ

グラ=ハ ン伝説 を中心 に した数編の写本 の合冊本の表紙の裏に添付 されている.

この写本 に見 られ る筆写 の紀年 はA.H.1305(A.D.1887/88)年 か ら同1341

(1922/23)年 の 問 に分布 している.ま た本体 の最後 の頁(裏 の 「見 返 し」の見 開

き右 頁,つ ま り第二文書 の右頁)に は,何 人かの手 によって所有や読了のメモが

記 されて いる,こ こで もA.H.1328(1910/11)年 か ら1339(1920/21)ま で の 間

くヨラ

に収 まっているTこ れ らの内の最 も最後 の時期,つ ま りヘジュ ラ暦 の1341(西

暦1922/23)年 以 降,Gustafsson氏 が 購入す る1930年 までの問が,一 応考 え ら

れ るが,疑 念 がふたつ介在 す る.ま ず,光 緒15(188g/1890)年 の 年末の納税 の

後 には,そ の価値 を失 う由単 を,20年 以上30年 近 くも保存 して置 くで あろ う

(2)村 松 裕 次 「近 代 江 南 の租 桟 」東 京 」970,pp.670-671.た だ し,民 国期 の そ れ らに

は,月 日ま で 記 入 され た 例 もあ るが(天 野 元 之 助 「支 那 農 業 経 済 論 中 」東 京,1943,pp,

52-53),記 入 の な い 由 単 も存 在 して い る(同 書p.54).

(3)写 本 の 最 後 の 頁(131b),す な わ ち 見 開 きで 第二 文書 の右 側 に相 当 す る部 分 の 一 番 上

の行 に,「ElninAkhondn董1亀oghlilsma`nA地ond曲 嬉kita皿(エ ミー ン=ア ホ ンの 子 イ ス

マ イ ー ル=ア ホ ンの書)」 と あ る.第 二 文 書 の受 取 人 の名 前 と同 じで あ る けれ ど も,ム

ス リム の 男性 に多 い 名 前 で あ り,断 定 に は躊 躇 せ ざる をえ な い.
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か.次 に,両 文書 とも写本本体 との接合部分(つ まり第一文書では左端 ・第:二文

書では右端)は 相当にすり切れて,判 読が困難な状態になっている.こ れは,両

片の文書を用いての表装の後,0-Nova612写 本が,相 当に読み込まれた結果だ

と考えられる.ヨ ーロッパへの将来以降に,さ まで頻繁に利用された形跡がな

いことから,こ れは現地でのことであろう.つ まり,ス ウェーデン=ミ ッション

が購入するまでには,表 装後かな り時間を経ていたことになる.と すると,上

記の様々な紀年は表装後の書 き込みと考えたほうが自然なようである.

また同一人物宛の年次の異なる文書ではな く,同 じ年の同じ村の別人宛の文

書を用いていることに,早 めの故紙収集 ・再利用 も想定されるが,文 書中の二

人の関係が不明な以上,可 能性のひとつに留まる.要 するに,現 段階では,過

去の由単を用いて写本の表装をした時期については,正 確を期 し得ない.

ちなみに,用 済みの由単 を故紙として,他 の資料の表装に再利用する例は,
くの

中国内地で も報告されている.

2.地 名について

先述 したように,渉 車直隷州 とあるから,清 末のヤルカンド=オアシスに関す

る文書であることが自明である。

とすると次に 「窩蒲… 蘇蓋咬来克小庄」「Orεas6幽伽q」 のうち,オ ーファ

とはヤルカンド=オアシスの中央部を縦断 して流れる大渠(nsta聴)に 由来する大

庄の名前であることが判明する.

セゲット=エ リックは,柳 樹(S6gat)と 小渠(狙q)が 結びついた 「柳樹並木の

ある小渠」の意味で,回 彊では比較的ありふれた名前であるけれども,オ ーファ

大渠の流域に限定すれば,自 ず と場所が絞られて くる.筆 者は,こ れを1855/

56(成 豊5/6)年 の成立に属する,東 京大学東洋文化研究所蔵の「葉爾完城荘里

数圓戸正賦各項冊』(以降 『大木文書』と略称)に 見える,愛 吉特虎(総 ・大)荘

(4)村 松 前 掲 書p.312.
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くの

内の蘇蓋特愛里克荘だと考える.

『大木文書』に拠れば,愛 吉特虎荘はヤルカンド回城(現在の渉車鎮回城)か ら

東北80里(約40㎞)に あ り,『清実録』(乾隆26年3月 丁未の上諭)か ら,オ ー

ファ渠がヤルカンド河と合流する地点に展開 していることが判る.そ れに属す
ママ

る蘇蓋特愛里克荘は,『大木文書』には 「男婦大小394戸 正戸回子90名 」

とあ り,平 均か らすれば,比 較的規模の大きな村落であった.

このセゲッ ト=エ リックは,1910年 頃の状況 を記 した 『新彊図志』巻78「 溝

渠6」 では,窩 浦(幹)渠 から分水 される枝渠のひとつとして掲げられている蘇

蓋支来克渠に結びつ く.同 書には,こ の渠の所在を渉車府(現在の渉車鎮)の 東

北90里(約45㎞ 〉としてお り,1884年 の新彊省設置以降,ヤ ルカン ド=オア

シス内の行政区画の改編が行われ,愛 吉特虎荘(愛済特呼)荘 は拡大 した窩浦荘

に吸収 されたことも記 してい、る.そ れ故,こ の渠と同名の村が,当 該文書に見

えるように,窩 浦(大庄)の 下級行政単位にあるの も当時の実情の反映と見てよ

い

この村 名 は,現 在 も渉 車県の支 力西湖鎮 の属 たる蓋 特支 日克村一Yakdn

nahiyisiElisLhqubaziriS6gateriqkiintと して存続 している.こ の情報 に拠 れ

ば,エ リシュ ク=バ ザール はヤルカ ン ド県城(疹 車鎮)の 北30㎞ に あ り,セ

ゲ ッ ト=エ リク村 はバザ ールの東6㎞ に位 置 し,東 はヤル カ ン ド河 に接 して

(6>

い る.

3.税 額 と課税対象 地の規模 につ いて

税額を論ずるために,こ こでもう一度,漢 語 ・東テユルク語 を合わせて読み

とれる,ふ たつの文書の,税 の記事を整理 して掲げておこう.

(5)拙 稿 「東京大学東洋文化研究所蔵 『葉爾莞城荘里数同戸正賦各項冊」(『甲南大学紀

要 文学篇 』51)1983,p.36.

(6)喀 什地区地名委員会編r喀 什地区地名図志」1987,pp.163-165.,
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第一文書:セ ゲット=エ リク村第278戸 ミラーブラトックへ通知 された税額くの
コムギ(bugLhday・ 欠)3斗(du)9升(昼he塘)1合(sar)3勺(昼haw?)

トウ モロ コシ(qonaq・ 欠)2斗(du)6升(昼he魂)8勺(昼haw?)

ワ ラ(saman・ 欠)71斤 臼i嬉)5両(shr)4銭(血Lhqal)4分(欠)

第二文書:セ ゲ ッ ト=エ リク村 第509戸 イ スマ イールへ通知 された税 額

コムギ(欠 ・小麦)1斗(du)4升(she愈)4合(sdr)

トウモ ロコシ(qonaq・ 包 穀)9升(§he魂)6合(sdr)

ワ ラ(欠 ・草束)25斤Gi愈)2両(欠)6銭(欠)4分(欠)

両 片 の文書 に共通するのは,漢 語 で印刷 されている 「稲子」の項 が,漢 文 ・ア

ラブ文字 ともに全 くの空 白になってい ることであ る.こ れ は当該地 の当時の農

業事情 を思慮 すれ ば,当 然 の ことで,極 く一 部 を除 けば,回 腿 で の作付 品種

は,コ ム ギと トウモロコシであ ったか らであ る.た だ し,ふ た りの地税負担者

の コムギ とトウモ ロコシの それぞれの税額が,彼 らの作付 け実態 に即応 してい

たのか につい ては,疑 わ しい.彼 らに指定 された穀物納税額が,一 律 に コムギ

くの

60%・ トウモロコシ40%に なるからである.そ して,こ れらのデータは,当

時の回彊の土地税制を策定 した劉錦巣の光緒13年3月5日 付けの「新彊田賦 ・

戸籍造冊,盗 部立案摺」に提案されている「穀物税の徴収にあたっては,コ ムギ

を60%,ト ウモロコシを40%で 納めさせる(至 額征糧石,以 小褒六成,包 穀
リラ

四成,公 納)」の機械的算出値 とみて誤らないであろう.

(7)漢 語 の勺(sh義o)に対応する東テユルク語には,§hawとqo5huqが ある.文 書中のア

ラブ文字は,幽Wあ るいはKWと しか読めないが,他 の容量単位がすべて漢字の音訳

であることから,一 応この ように解釈 してお く.回 彊にオリジナルな容量呼称がな

かったことについては,拙 稿 「i8～20世紀 ・ウイグルの度量衡について」(『大手前女

子大学論集」121978)p.61を 参照のこと.

(8)第 一文書では,コ ムギとトウウモロコシの合計が,6斗5升2合1勺 となることか

ら除算.同 じく,第 二文書での合算値2斗4升 を分母とする,少 数第2位 の四捨五入

の数値,

(9)「 劉 嚢勤公奏稿』巻12(光 緒24年 刊本の影印版,台 湾,成 文出版社,1968,巻3pp.

1557-63).
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劉錦 業が新彊省設置の際 に提案 し,採 用 され た土地税 は,耕 地 につい ては以

下 の ような ものであ った.

「(新彊)各 地の状 況に応 じて,上 等地 には1畝 あた り5升 ・4升 ほ どの穀物 と

5斤 のワ ラを,中 等地 には1畝 あた り3升 の穀物 と3斤 の ワラを,下 等 地に は

1畝 あた り1升5合 ・1升 ほ どの穀物 と2斤 の ワラ を課す(酌 減各 案地 方情

形.上 地,毎 畝科糧五升 ・四升不等,科 草五斤.中 地,毎 畝科糧三升 ・科草 三

斤.下 地,毎 畝科糧一升五合 ・一升不等,科 草二斤)」(前 掲,「 新彊 田賦 ・戸籍

造冊,沓 部立案摺 」)

これが実際 に施行 されたこ とには,現 地 テユルキーの記録 か らみて明 らかで

ある.そ こで は,

「漢人 たちは・… 平 民たちの土地 を計測 して,第 一級の地の一畝 に5斤 の糧,

第二級 の地の一畝 に3斤 の糧,第 三級 の地の一畝 に1斤 の糧,(そ して)そ れ に

応 じた燃料 ・麦藁 を徴 収 して(llhitaylar・ …fuq雛alarni魂yerl狙ni⊆hizaqflip,

birin必iyemi丘gbirmUghabe§hji嬉a血1fq,ikkin£hiyergabirmUghauΩhjh亀a劃iq,

n£hUn劃yemi愈birmOghabirj血 亀a劃lq,S1hLubuqismdaotunsamanfis}lha皿alfp)」 と

く　の

述べ られている.

もとに戻って,当 該文書では,ミ ラーブラ トックが,コ ムギとトウモロコシ

を合わせて6斗5升2合1勺 の負担を通知されている.も し彼の耕地が 「中等

地 ・第二級地」であったとすると,1畝 あた り3升 の課税であるから,推 算でき

る面積は約21.7畝 ということになる.ま た彼のワラの負担は71斤5両4銭4

分であり,同 様に1畝3斤 で計算すれば,約23.8畝 が得られる,ふ たつの数値

は一致 しないが,等 級わけの詳細が不明である現状では,大 約のデータで理解

してお くしかない.イ スマイールの場合も事清は似ていて,穀 物税からは約8.0

畝,ワ ラ税か らは約8.4畝 が予想される.

(10)HAMADAMasami,乙'H'∫ ω'rε4βHo'侃deMuhammadA'lan1.ZI1>Bσ1V15,1979,p,42.
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4.回 彊の 由単 の特色

さて,由 単 という中国の伝統的な公文書のひとつに属する当該文書の特色を

い くつか挙げておこう.ま ず漢語を解さぬ現地の土地所有者の為 に,ア ラブ文

字で東テユルク語 を併記する書式は,当 然のことなが ら回彊独 自の ものであ

る.た だ し,こ のような形式の公文書が作成されるようになるのは,光 緒年間
ロリ

つまり清朝の新彊再征服以降のことである.光 緒4年 の新彊回復の直後に,遠

征軍の総指揮 をとっていた左宗業は,従 前は間接統治のために官と民が隔絶 し

ていた反省の上で,こ れを解決するために,今 後「徴収に用いる書類の納税者の

名前や税額は,漢 文を軸にしてテユルク語を注に添え,皆 が理解できるように

させる(徴 牧所用券票,其 戸名数 目,漢 文居中,毒 行兼注回字,令 戸民易曉)」
く　　ラ

ことを提案 していた.今 回の両文書は,左 宗巣の建議が採用され実行されてい

たことの確実な証拠に他ならない,

それに しても,大 まかな税額通知書ではある.一 応は,官 庁に保管される台

帳と同一であることを,対 照 して確認 した証として,両 文書の右端には割 り印

が押されている.こ れは,ほ ぼ同時期の江南の由単と同形式である(村松氏 前

掲書p.671).し か し税額の根拠となる課税対象地の面積や等級の記事はない.

それらが,清 朝側(渉 車直隷州)の台帳に記載されていた可能性は否定できない

ものの,納 税者の手許に残る書類に明示 されていないことは,回 張の由単の大

きな特色である.

また納税額通知書の必須要件である納期については,「年末Gnaゆ 血)」(第一

文書)ま での「期 日に遅れず,完 納するように務めるべ し(務宜届期,率 完清)」

(第二文書)と 復原できる.漢 文では冒頭におそらく印刷 されていたのであろ

う,こ の納期の文言だけがアラブ文字で残っているのは,こ の部分のみが現地

(11)拙 稿 「清 朝 の 回 彊 統 治 に つ い て の 二,三 の問 題 一 ヤ ール カ ン ドの 一 史料 の検 討 を

通 じて 」(「史 学 雑 誌 』88-3,1979)p.15.

(12)「 欽 定 平 定 陳 甘新 彊 回 匪 方 略 』巻310光 緒4年11月 初6日 辛 亥 左 宗 業 奏(光 緒22

年 刊 本 の 影 印 版,台 湾,成 文 出版 社,1968,巻29p.15359).
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納税者 に理解できればよしと,イ ンクで特記 したからだ と考 えることができ

る.多 分,催 促の漢語 に相当する東テユルク語は原文書には記入 されていな

かったのではなかろうか.納 税業務がルーティン化 していれば,贅 言は不要な

要項だからである.

いずれにせ よ,納 税者の名前に所属の村落 ・戸番号が含 まれると想定すれ

ば,左 宗業が東テユルク語(回 文)で 添 えるべ きだと論 じた 「其戸名 ・敷 目」

は,当 該文書には全てアラブ文字で残っていることになる.そ してまた左宗業

が主張 しているように,徴 収用の文書は漢文が正文であり,東 テユルク語は傍

らに添えられた註に過 ぎない.両 片の文書中に残る東テユルク語の情報が,「年

末」の一句を除いて,全 て漢文記事の範囲の内にあることの所以に違いない.

ここに清末の回麗統治の改編の特色,す なわちマンジュ軍府制から中華省県

制への移行を見ることも,あ ながち付会 とは言えまい.た だし,こ れを文書行

政の上か ら証明するには,よ り完全な由単や同様の書式で発給されていたと伝

わる牧単(納税証明書)お よび官庁保管の文書の検討が必要であり,そ れらが現

:地で非公開である状況か らは,将 来の課題に委ねてお くしかない.

おわ りに

本稿で紹介 した文書は,時 代 も新 しく,記 事内容 も通説に変更を迫るような

重要なものではない.

わずかに,東 テユルク語写本の表装素材に清朝公文書が用い られている例に

注意を喚起 し,類 似の文書の発掘への手懸か りとなれば,そ して19世 紀末の

回彊での徴税業務の実態にひとつの史料を提供できたとすれば,本 稿の目的は

達成されている.
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